
吸収合併に係る事前開示書面 

【吸収合併存続会社】 

 

2020年 2月 12日 

株式会社アマダホールディングス 

代表取締役社長 磯部 任 

 

当社は、当社を吸収合併存続会社、株式会社アマダを吸収合併消滅会社とする吸収合併（効力発生日：

2020 年 4 月 1 日）（以下「本合併」といいます。）に関して、会社法 794 条 1 項及び会社法施行規則 191

条に基づき、下記のとおり開示いたします。 

 

記 

 

１．吸収合併契約の内容（会社法 794条 1項） 

  添付(1)の合併契約書のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則 191条 1号） 

  完全親子会社間の合併であるため、合併対価の交付はありません。 

 

３．新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項（同規則 191条 2号） 

  該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社に関する事項（同規則 191条 3号） 

（1）最終事業年度に係る計算書類等の内容（同号イ） 

最終事業年度に係る吸収合併消滅会社である株式会社アマダの計算書類等は、添付(2)のとおりで

あります。 

（2）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（同号ロ） 

該当事項はありません。 

（3）最終事業年度の末日後に生じた、重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象の内容（同号ハ） 

該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社に関する事項（同規則 191条 5号） 

 最終事業年度の末日後に生じた、重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象の内容（同号イ） 

 

【自己株式の取得及び消却】 

 当社は、2019年 11月７日開催の取締役会において、会社法 165条 3項の規定により読み替えて適用



される同法 156 条の規定に基づき自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法 178 条の規定

に基づき自己株式を消却することを決議いたしました。 

 

(1)自己株式の取得及び消却を行う理由 

 中期経営計画「Task321」達成に向けて、機動的な資本政策を遂行するとともに、資本効率の向

上と株主還元の充実を図るため。 

(2)取得に係る事項の内容 

① 取得対象株式の種類     当社普通株式 

② 取得し得る株式の総数    9,000,000株（上限） 

                （自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 2.52％） 

③ 株式の取得価格の総額    100億円（上限） 

④ 取得期間          2019年 11月８日～2020年 3月 31日 

⑤ 取得方法          東京証券取引所における市場買付 

 (3)消却に係る事項の内容 

① 消却する株式の種類     当社普通株式 

② 消却する株式の総数     9,000,000株 

                （消却前の発行済株式総数に対する割合 2.44％） 

③ 消却予定日         2020年 3月 31日 

 

６．合併の効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（同規則 191

条 6号） 

今後、本合併の効力発生日までに予測される当社及び株式会社アマダの資産及び負債の額の変動を

考慮しても、本合併の効力発生日以後における当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見

込まれます。加えて、本合併の効力発生日以後、当社が負担する債務の履行に支障を来すような事態

は現在のところ想定されておりません。 

以上により、本合併の効力発生日以後においても、当社が負担する債務につき履行の見込みはある

と判断しております。 

 

７．事前開示開始日後効力発生日までの間に上記各事項に変更が生じた場合（同規則 191条 7号） 

事前開示開始日後効力発生日までの間に上記各事項に変更が生じた場合には、当該変更後の事項を

直ちに開示いたします。 

 

【添付書類】 

（1）合併契約書 

（2）最終事業年度に係る株式会社アマダの計算書類等（2019年 3月期） 

 

以 上 
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